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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期

第１四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自　2022年１月１日
至　2022年３月31日

自　2021年１月１日
至　2021年12月31日

売上高 （千円） 795,378 2,376,765

経常利益 （千円） 118,034 345,990

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 80,429 239,008

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 80,429 239,008

純資産額 （千円） 1,914,221 1,835,865

総資産額 （千円） 4,486,485 3,051,865

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 15.18 48.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 13.66 43.03

自己資本比率 （％） 42.6 60.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．当社は2021年６月９日付で普通株式１株につき50株の割合で株式分割を行っております。第13期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

３．当社は、2021年９月28日に東京証券取引所マザーズに上場したため、第13期の潜在株式調整後１株

当たり当期純利益は、新規上場日から第13期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定

しております。

４．当社は、第13期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第

13期第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については記載しておりません。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、

当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、

前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比

較分析は行っておりません。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間（2022年１月１日から３月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症

の感染再拡大によるまん延防止等重点措置の再発令や延長がされましたが、ワクチン接種などの感染防止対策の普

及によりまん延防止等重点措置が解除され、経済活動の活性化が期待されつつありましたが、新たな変異株の出現

による感染再拡大のリスクは解消されず、依然として先行きが不透明な状況となっております。

　当社グループを取り巻く環境につきましては、総務省統計局(2022年「住民基本台帳人口移動報告」)によります

と、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大によるまん延防止等重点措置の影響により、当第１四半期における国

内の都道府県内外移動者数は前年同時期と比較し減少しましたが、当社グループが提供するサービスへの影響は一

時的なものとなりました。

　このような状況の下、当社グループは、法人企業向けサービス「転勤ラクっとNAVI」及び不動産事業者向けサー

ビス「新生活ラクっとNAVI」の新規顧客の獲得に注力してまいりました。

　また、クラウド賃貸契約サービスにおいては、法人企業等向けの社宅管理サービスである「ワンコイン転貸」、

及び個人向けサービスで毎月2,000円の家賃割引が最大２年間受けられる「ヘヤワリ」の拡販に注力しました。加

えて、引越事業者向けサービスである引越しプラットフォーム「HAKOPLA（ハコプラ）」においては、引越事業者

のコスト削減及び利益率アップに繋がる新サービスメニューの拡充にも引き続き取り組みました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高795,378千円、営業利益は118,007千円、経常利益は

118,034千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は80,429千円となりました。

　なお、当社グループは、移転者サポート事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しており

ます。

 

② 財政状態の状況

(資産)

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は3,887,725千円となり、前連結会計年度末に比べ1,351,759千円

増加しました。これは主に「転勤ラクっとNAVI」における引越しの取り扱いの増加により売掛金が1,483,231千円

増加したことによるものであります。なお、「転勤ラクっとNAVI」の引越しサービスにおける売掛金は、引越代金

と当社が受取る手数料の総額を計上しておりますが、売上高の計上方法は、引越代金総額のうち当社が受取る手数

料のみを売上高として計上しており、売掛金が滞留していることが要因ではありません。また、当第１四半期連結

会計期間末における固定資産は598,759千円となり、前連結会計年度末に比べ82,859千円増加しました。これは主

に賃貸住宅転貸サービスにおける管理物件の増加に伴い敷金及び保証金が61,396千円増加したこと等によるもので

あります。

　この結果、総資産は4,486,485千円となり、前連結会計年度末に比べ1,434,619千円増加しました。

 

(負債)

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は2,158,531千円となり、前連結会計年度末に比べ1,278,760千円

増加しました。これは主に「転勤ラクっとNAVI」における引越しの取り扱いの増加により買掛金が1,218,363千円

増加したことによるものであります。また、当第１四半期連結会計期間末における固定負債は413,732千円とな

り、前連結会計年度末に比べ77,502千円増加しました。これは主に賃貸住宅転貸サービスにおける管理物件の増加

に伴い預り敷金及び保証金が31,834千円増加したこと等によるものであります。

　この結果、負債合計は2,572,263千円となり、前連結会計年度末に比べ1,356,263千円増加しました。

 

(純資産)

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は1,914,221千円となり、前連結会計年度末に比べ78,356千円

増加しました。これは、利益剰余金78,356千円が増加したことによるものであります。
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(2) 経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,120,000

計 19,120,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2022年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年５月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,298,900 5,302,650

東京証券取引所

マザーズ

（第１四半期会計期間

末現在）

グロース市場

（提出日現在）

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式

であります。また、１単元

の株式数は100株でありま

す。

計 5,298,900 5,302,650 － －

（注）１．2022年４月１日から2022年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が3,750株増加して

おります。

２．提出日現在の発行数には、2022年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年１月１日～
2022年３月31日

－ 5,298,900 － 420,171 － 411,171

（注）　2022年４月１日から2022年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,750株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ963千円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,298,300 52,983

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であり

ます。また、１単元の株式数

は100株であります。

単元未満株式 普通株式 600 － －

発行済株式総数  5,298,900 － －

総株主の議決権  － 52,983 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　なお、当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2022年１月１日から2022

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,752,511 1,381,761

売掛金 368,738 1,851,970

前渡金 301,298 384,525

その他 113,417 269,468

流動資産合計 2,535,965 3,887,725

固定資産   

有形固定資産 20,683 17,739

無形固定資産 86,900 96,585

投資その他の資産   

敷金及び保証金 337,770 399,166

その他 70,545 85,267

投資その他の資産合計 408,315 484,434

固定資産合計 515,899 598,759

資産合計 3,051,865 4,486,485

負債の部   

流動負債   

買掛金 234,651 1,453,015

未払法人税等 77,838 46,375

賞与引当金 － 19,693

前受金 285,971 336,186

その他 281,308 303,260

流動負債合計 879,770 2,158,531

固定負債   

預り敷金及び保証金 188,628 220,462

その他 147,601 193,270

固定負債合計 336,229 413,732

負債合計 1,216,000 2,572,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 420,171 420,171

資本剰余金 425,171 425,171

利益剰余金 989,694 1,068,050

株主資本合計 1,835,037 1,913,393

新株予約権 828 828

純資産合計 1,835,865 1,914,221

負債純資産合計 3,051,865 4,486,485
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年３月31日)

売上高 795,378

売上原価 98,737

売上総利益 696,640

販売費及び一般管理費 578,632

営業利益 118,007

営業外収益  

受取利息 8

受取手数料 10

その他 7

営業外収益合計 26

経常利益 118,034

税金等調整前四半期純利益 118,034

法人税、住民税及び事業税 40,761

法人税等調整額 △3,157

法人税等合計 37,604

四半期純利益 80,429

親会社株主に帰属する四半期純利益 80,429
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年３月31日)

四半期純利益 80,429

四半期包括利益 80,429

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 80,429
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　(収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」といい

ます。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、インターネット回線事業者から受け取るインセンティブ等の返金権付販売については変動対価に

関する定めに従い、返金されると見込まれるインセンティブ等の収益を除いた収益を認識する方法に変更してお

ります。これに伴い返金されると見込まれるインセンティブ等の対価を返金負債として計上し流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84号ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減して、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　収益認識会計基準等の適用による、当第１四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微

であります。なお、収益認識会計基準第89－2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新

たな表示方法により組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

12号　2020年３月31日）第28－15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客と

の契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」といい

ます。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて）

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響からの段階的な経済活動の再開等により持ち直しの動きを見せておりま

したが、緊急事態宣言等の発令を含む感染症再拡大への懸念、消費意識の低下による個人消費の低迷等の影響を

受け、景気回復のペースは鈍く、法人企業等においては転勤を伴う異動を控える傾向があり、不動産仲介事業者

においても仲介件数の減少が続いております。

　新型コロナウイルス感染症拡大の収束は依然として不透明ではあるものの、2022年以降は緩やかに回復するも

のと仮定し、現時点で入手可能な情報に基づいて繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを実施しており

ます。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は不確定要素が多く、会計上の見積りの結果に影響を及ぼす可能

性があります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約

に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年12月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2022年３月31日）

当座貸越極度額 750,000千円 750,000千円

借入実行残高 － －

差引額 750,000 750,000
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 

 
当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年３月31日)

 

減価償却費 6,302千円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

当第１四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）

　当社グループは、移転者サポート事業の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当第１四半期累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 報告セグメント

 移転者サポート事業

新生活ラクっとNAVI 387,319

転勤ラクっとNAVI 362,307

HAKOPLA（ハコプラ）・WEB 45,751

顧客との契約から生じる収益 795,378

その他の収益 －

外部顧客への売上高 795,378

（注）「転勤ラクっとNAVI」には、転勤ラクっとNAVIオプションサービスである「ワンコイン転

貸」、「ヘヤワリ」が含まれており、「HAKOPLA（ハコプラ）・WEB」には、引越しプラット

フォーム「HAKOPLA（ハコプラ）」とWEBサイトで集客する「引越しラクっとNAVI」が含まれ

ております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日
至　2022年３月31日）

(1) １株当たり四半期純利益 15円18銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 80,429

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
80,429

普通株式の期中平均株式数（株） 5,298,900

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 13円66銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－

普通株式増加数（株） 590,489

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 2022年５月13日

株式会社リベロ  

取　締　役　会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三　井　勇　治  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 古　川　譲　二  

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社リベロの

2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2022年1月1日から2022年3月31日まで）

及び第1四半期連結累計期間（2022年1月1日から2022年3月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結

貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社リベロ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

 

 

 

 

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

　ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

　される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

　められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

　当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

　いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

　において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

　注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

　いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

　企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

　成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

　財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

　信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

　査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

　監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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